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ひたちなか市条例第   号  

 

 

ひたちなか市介護保険条例の一部を改正する条例  

 

 

ひたちなか市介護保険条例（平成１２年条例第１３号）の一部を次のように改正

する。  

 

第７条中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」

に改め，同条各号を次のように改める。  

（１）  令第３８条第１項第１号に掲げる者  ３２，７６０円  

（２）  令第３８条第１項第２号に掲げる者  ４９，３２０円  

（３）  令第３８条第１項第３号に掲げる者  ４９，６８０円  

（４）  令第３８条第１項第４号に掲げる者  ６４，８００円  

（５）  令第３８条第１項第５号に掲げる者  ７２，０００円  

（６）  令第３８条第１項第６号に掲げる者  ８６，４００円  

（７）  令第３８条第１項第７号に掲げる者  ９３，６００円  

（８）  令第３８条第１項第８号に掲げる者  １０８，０００円  

（９）  令第３８条第１項第９号に掲げる者  １２２，４００円  

（１０）  令第３８条第１項第１０号に掲げる者  １３６，８００円  

（１１）  令第３８条第１項第１１号に掲げる者  １５１，２００円  

（１２）  令第３８条第１項第１２号に掲げる者  １６５，６００円  

（１３）  令第３８条第１項第１３号に掲げる者  １７２，８００円  

第７条の２の見出しを「（令和６年度から令和８年度までの保険料率の特例）」に

改め，同条第１項中「第３９条第１項第１号」を「第３８条第１項第１号」に，「令

和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に，「１９，８

００円」を「２０，５２０円」に改め，同条第２項中「第３９条第１項第２号」を

「第３８条第１項第２号」に，「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度か

ら令和８年度まで」に，「１９，８００円」を「２０，５２０円」に，「２９，７０

０円」を「３４，９２０円」に改め，同条第３項中「第３９条第１項第３号」を「第

３８条第１項第３号」に，「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令

和８年度まで」に，「１９，８００円」を「２０，５２０円」に，「４６，２００円」

を「４９，３２０円」に改める。  

第９条第３項中「第３９条第１項第１号イ」を「第３８条第１項第１号イ」に，

「若しくは第５号ロの規定又は第７条第６号イ，第７号イ，第８号イ，第９号イ，
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第１０号イ，第１１号イ，第１２号イ若しくは第１３号イの規定」を「，第５号ロ，

第６号ロ，第７号ロ，第８号ロ，第９号ロ，第１０号ロ，第１１号ロ又は第１２号

ロ」に，「同条第１号から第１３号まで」を「同項第１号から第１２号まで」に改め

る。  

 

 

付  則  

（施行期日）  

１  この条例は，令和６年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の第７条，第７条の２及び第９条第３項の規定は，令和６年度以後の年

度分の保険料から適用し，令和５年度以前の年度分の保険料については，なお従

前の例による。  
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ひたちなか市介護保険条例新旧対照表                         Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

（保険料率） 

第７条 令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率は，次の各

号に掲げる第１号被保険者の区分に応じ，それぞれ当該各号に定める額とす

る。 

（１） 令第３９条第１項第１号に掲げる者 ３３，０００円 

（２） 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４６，２００円 

（３） 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４９，５００円 

（４） 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ５９，４００円 

（５） 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６６，０００円 

（６） 次のいずれかに該当する者 ７９，２００円 

ア 合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２

条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい，当該合計所得金

額に所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定す

る給与所得又は同法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所

得が含まれている場合には，当該給与所得及び当該公的年金等に係

る所得の合計額については，同法第２８条第２項の規定によって計

算した金額及び同法第３５条第２項第１号の規定によって計算した

金額の合計額から１０万円を控除して得た額（当該額が零を下回る

場合には，零とする。）によるものとし，租税特別措置法（昭和３

２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項，第３４条

第１項，第３４条の２第１項，第３４条の３第１項，第３５条第１

項，第３５条の２第１項，第３５条の３第１項又は第３６条の規定

の適用がある場合には，当該合計所得金額から令第２２条の２第２

項に規定する特別控除額を控除して得た額とし，当該合計所得金額

が零を下回る場合には，零とする。以下この条において同じ。）が

１２０万円未満である者であり，かつ，前各号のいずれにも該当し

ないもの 

イ 要保護者（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２

項に規定する要保護者をいう。以下同じ。）であって，その者が課

される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば

保護（同法第２条に規定する保護をいう。以下同じ。）を必要とし

（保険料率） 

第７条 令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率は，次の各

号に掲げる第１号被保険者の区分に応じ，それぞれ当該各号に定める額とす

る。 

（１） 令第３８条第１項第１号に掲げる者 ３２，７６０円 

（２） 令第３８条第１項第２号に掲げる者 ４９，３２０円 

（３） 令第３８条第１項第３号に掲げる者 ４９，６８０円 

（４） 令第３８条第１項第４号に掲げる者 ６４，８００円 

（５） 令第３８条第１項第５号に掲げる者 ７２，０００円 

（６） 令第３８条第１項第６号に掲げる者 ８６，４００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 
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Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

ない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部

分を除く。），次号イ，第８号イ，第９号イ，第１０号イ，第１１

号イ，第１２号イ又は第１３号イに該当する者を除く。） 

（７） 次のいずれかに該当する者 ８５，８００円 

ア 合計所得金額が２１０万円未満である者であり，かつ，前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。），次

号イ，第９号イ，第１０号イ，第１１号イ，第１２号イ又は第１３

号イに該当する者を除く。） 

（８） 次のいずれかに該当する者 ９２，４００円 

ア 合計所得金額が２６５万円未満である者であり，かつ，前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。），次

号イ，第１０号イ，第１１号イ，第１２号イ又は第１３号イに該当

する者を除く。） 

（９） 次のいずれかに該当する者 ９９，０００円 

ア 合計所得金額が３２０万円未満である者であり，かつ，前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。），次

号イ，第１１号イ，第１２号イ又は第１３号イに該当する者を除

く。） 

（１０） 次のいずれかに該当する者 １０５，６００円 

ア 合計所得金額が４００万円未満である者であり，かつ，前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるも

 

 

 

（７） 令第３８条第１項第７号に掲げる者 ９３，６００円 

 

 

 

 

 

 

 

（８） 令第３８条第１項第８号に掲げる者 １０８，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

（９） 令第３８条第１項第９号に掲げる者 １２２，４００円 

 

 

 

 

 

 

 

（１０） 令第３８条第１項第１０号に掲げる者 １３６，８００円 
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Ｎｏ．３  

旧 新 備考 

の（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。），次

号イ，第１２号イ又は第１３号イに該当する者を除く。） 

（１１） 次のいずれかに該当する者 １１２，２００円 

ア 合計所得金額が５００万円未満である者であり，かつ，前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。），次

号イ又は第１３号イに該当する者を除く。） 

（１２） 次のいずれかに該当する者 １１８，８００円 

ア 合計所得金額が７００万円未満である者であり，かつ，前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）又は

次号イに該当する者を除く。） 

（１３） 次のいずれかに該当する者 １２５，４００円 

ア 合計所得金額が１，０００万円未満である者であり，かつ，前各

号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）に該

当する者を除く。） 

（１４） 前各号のいずれにも該当しない者 １３２，０００円 

 

（令和３年度から令和５年度までの保険料率の特例） 

第７条の２ 令第３９条第１項第１号に掲げる者に該当する第１号被保険者の

令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率は，前条第１号の

規定にかかわらず，１９，８００円とする。 

２ 前項の規定は，令第３９条第１項第２号に掲げる者に該当する第１号被保

険者の令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率について準

用する。この場合において，前項中「１９，８００円」とあるのは，「２

 

 

（１１） 令第３８条第１項第１１号に掲げる者 １５１，２００円 

 

 

 

 

 

 

（１２） 令第３８条第１項第１２号に掲げる者 １６５，６００円 

 

 

 

 

 

 

（１３） 令第３８条第１項第１３号に掲げる者 １７２，８００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和６年度から令和８年度までの保険料率の特例） 

第７条の２ 令第３８条第１項第１号に掲げる者に該当する第１号被保険者の

令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率は，前条第１号の

規定にかかわらず，２０，５２０円とする。 

２ 前項の規定は，令第３８条第１項第２号に掲げる者に該当する第１号被保

険者の令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率について準

用する。この場合において，前項中「２０，５２０円」とあるのは，「３
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Ｎｏ．４  

旧 新 備考 

９，７００円」と読み替えるものとする。 

３ 第１項の規定は，令第３９条第１項第３号に掲げる者に該当する第１号被

保険者の令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率について

準用する。この場合において，第１項中「１９，８００円」とあるのは，

「４６，２００円」と読み替えるものとする。 

 

（賦課期日後において第１号被保険者の資格取得，喪失等があった場合） 

第９条 略 

２ 略 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１号イ（同号に規定する老齢福

祉年金の受給権を有するに至った者及び（１）に係る者を除く。），ロ若し

くはニ，第２号ロ，第３号ロ，第４号ロ若しくは第５号ロの規定又は第７条

第６号イ，第７号イ，第８号イ，第９号イ，第１０号イ，第１１号イ，第１

２号イ若しくは第１３号イの規定に該当するに至った第１号被保険者に係る

保険料の額は，当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより

算定した当該第１号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の

属する月から同条第１号から第１３号までのいずれかに規定する者として月

割りにより算定した保険料の額の合算額とする。 

４ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４，９２０円」と読み替えるものとする。 

３ 第１項の規定は，令第３８条第１項第３号に掲げる者に該当する第１号被

保険者の令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率について

準用する。この場合において，第１項中「２０，５２０円」とあるのは，

「４９，３２０円」と読み替えるものとする。 

 

（賦課期日後において第１号被保険者の資格取得，喪失等があった場合） 

第９条 略 

２ 略 

３ 保険料の賦課期日後に令第３８条第１項第１号イ（同号に規定する老齢福

祉年金の受給権を有するに至った者及び（１）に係る者を除く。），ロ若し

くはニ，第２号ロ，第３号ロ，第４号ロ，第５号ロ，第６号ロ，第７号ロ，

第８号ロ，第９号ロ，第１０号ロ，第１１号ロ又は第１２号ロに該当するに

至った第１号被保険者に係る保険料の額は，当該該当するに至った日の属す

る月の前月まで月割りにより算定した当該第１号被保険者に係る保険料の額

と当該該当するに至った日の属する月から同項第１号から第１２号までのい

ずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とす

る。 

４ 略 
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